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はじめに 

 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により、教育委員会は、その権限に

属する事務の管理及び執行の状況について、学識経験者の知見も活用しながら、点検

及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表すること

となっております。 

 このことから、増毛町教育委員会では、「増毛町教育事務執行の点検及び評価等に

関する規程」により、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民に対する説明

責任を果たすため、「教育に関する点検及び評価」を実施し、報告書をまとめました。 

 増毛町教育委員会としては、点検・評価の実施を通じて施策の効果的な検証と積極

的な改善を図りながら、教育行政施策の着実な推進に努めてまいりたいと考えていま

すので、皆さんの一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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令和５年度 教育委員会事務事業の点検及び評価 

【学校教育】 

 

本町においては、小学校１校（児童１２８名）、中学校１校（生徒７８名）、認定こども園

（園児７２名）の体制で、各校、こども園において在籍する児童生徒、並びに、幼児一人ひ

とりの個性と能力を伸ばし、心豊かで自主・自律の精神を身に付け、地域社会の形成者とし

て必要とされる資質を養うことを目的として学校教育の推進を図っています。 

 

（１）教育の充実 

 

社会が目まぐるしく変化していく時代、子どもたちが将来自立した人間として生きていく

ためには、基礎的・基本的な知識と技能を確実に身に付け、それらを活用できる学力を育む

ことが重要であります。 

そのため各学校では、学習指導要領に基づき、意欲的に学習し、課題を解決するために必

要な思考力・判断力・表現力などを身に付けることができるよう努めます。 

また、教員は教育への情熱や指導力などの資質の向上が不可欠であり、広い視野、視点か

ら自己研鑽を促し、指導力を高める校内、校外研修の充実を図ります。 

学校（園）生活では安心で安全な教育・保育環境を保つため、感染症防止対策の徹底を図

っています。 

 

（主要事業） 

事務事業名 事業内容 及び 点検・評価 

教育支援員の配置 

 

・学校教育活動支援員 

児童生徒のいじめ・不登校及び学校諸問題への対策として、支援

の充実を図った。  

中学校１名 

学校の諸問題について指導助言、支援を行い、教育活動の充実が

図られた。 

・学習支援員 

児童生徒の学習効果を高めるための学習支援や、学校生活へのよ

り良い適応を図るための支援の充実を図った。 

小学校２名、中学校１名 

学習支援を行うことにより学習効果が高まり、学校生活への適応

が図られた。 

・特別支援教育支援員 

特別な支援を必要とする児童生徒個々に対応した適切な教育支

援体制の充実を図った。 
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   特別支援学級数 小学校 ４学級（児童 ６名） 

中学校 ２学級（生徒 ３名） 

計６学級（児童生徒９名） 

特別支援教育支援員を小学校に２名と介助員１名を配置し、支援

指導体制の充実が図られた。 

スクールソーシャル 

ワーカーの配置 

 

 不登校傾向の児童生徒が増加している状況であり、その原因とお

もわれるものが、本人の精神面や家庭状況などであるため、教員だ

けでは対応が出来なくなることから、精神保健福祉士であるスクー

ルソーシャルワーカーを月２回、小・中学校に配置し、児童生徒だ

けでなく保護者との相談や指導を行った。 

 （令和３年度より） 

少人数指導教育の推進 指導方法工夫改善事業の教員加配により、ティーム・ティーチン 

グや少人数による習熟度別学習指導を行い、効果的な教科指導が図

られた。 

実施校  中学校（指導方法工夫改善加配１名） 

       小学校（指導方法工夫改善国語専科分加配１名） 

指導教科 中学校（国語、数学、英語） 

      小学校（国語、３年生以上） 

基本的な学習の定着を目指して実施しているが、今後も継続して 

実施が必要と考えている。 

なお、次年度以降も小中両校において加配の配置を道教委へ要望 

することとしたい。 

外国語教育の充実 小学校３、４年生の外国語活動と、５，６年生の外国語科の授業

において、これら英語教育の充実を図るため外国語指導助手を配置

し、各小中学校、認定こども園への巡回指導のほか、社会教育分野

での事業展開を行っている。巡回指導では、英語担当教員と連携し

た指導を行うことで、授業の充実が図られた。 

長期休業中の学習機会

の拡充 

 

夏季・冬季休業期間に、基礎・応用問題を習熟度に応じ、個々に

取り組むことによって基礎学力の向上を図るためのサポート事業

として、元教員により自習の補助を実施する予定であったが、感染

防止対策のため、令和５年度においても事業の実施を見合わせた。 

次年度以降については、教員の働き方改革もあり中止の予定であ

る。 

学校図書活動の充実 計画的な図書購入により学校図書の充実を図った。 

図書購入費 小学校３０６千円 中学校１５５千円 

各学校で朝読書等の図書活動を行っているが、読書が生活の一部

として習慣づけが、まだまだ不充分であり、今後も学校図書を充実

し、図書活動を進めて行きたい。 
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要保護準要保護就学援

助事業 

生活保護受給世帯及び生活保護に準じた援助が必要な世帯の児

童生徒に対し、学用品費、給食費、修学旅行費などの就学援助を行

い、保護者の経済力による教育格差の是正を図った。 

     小学校 １６名 １２世帯 ７３６千円 

    中学校  ７名  ６世帯 ７６６千円 

健康診査の実施 学校保健安全法に定められた児童生徒の健康診断（内科、歯科、

心電図）を実施した。 

また、教職員の健康診断を実施し健康維持管理を図った。 

今後も法律の規定に基づき、児童生徒の健康診断を実施するとと

もに、教職員の健康診断についても、学校教育の円滑な実施とその

成果の確保に資するため実施する。 

教職員健康診断の実施については、町職員の検診実施機関に依頼

し経費の軽減と事務の効率化が図られた。 

給食事業 各学校において、栄養バランスを考え、美味しい自校給食を行っ

た。更に、地元食材を使用した「まるごと増毛 DAY」の日を設け、

食をとおして郷土への理解が深まった。 

また、栄養教諭が各学校を巡回し、食育指導の推進を図った。 

     ・給食設備維持費、人件費等の公費負担経費 

      小学校費  １０，８９５千円 

      中学校費   ８，９４９千円 

     ・栄養教諭巡回 

      献立打ち合わせ 月１回（各校） 

      食育授業   各学期に１回（学校要請による） 

適切な衛生管理・栄養管理のもと、学校給食の運営を行うことが

できた。 

防災指導 災害等の発生時に冷静・敏速・安全に行動ができるよう、各学校

において避難訓練を実施することにより、児童生徒及び幼児の防災

意識を高めることができた。 

     小学校  火災 ６月１４日、地震津波 ９月１日 

     中学校  地震津波 ９月１日 

     こども園 地震津波 ６月２２日、９月１日 

          火災 ５月１８日、２月１５日 

     ※９月１日の増毛町避難訓練は雨天のため、 

各施設において実施 

教育振興会事業 

 

 

町教育振興会が主催となり、児童生徒の学習意欲を高め、学習成

果を上げるため、教育機器の活用及び学習方法の研究や児童生徒の

問題について実践研究を行い、教職員の職能向上と教育内容の充実

に努めた。また、小中の連携を一層進め、児童生徒指導及び学習指
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導の充実に努め、学習成果をとおして学校間の親睦と交流を深める

ため各事業を実施した。 

・絵画書道展 元陣屋・オーベルジュましけ 

・特別委員会及び推進委員会 

 ￮ＩＣＴ推進員会 学習用アプリ教員研修等 

￮小中連携教育推進員会 「家庭学習の手引き」の作成等 

・研究体制 研究班７班 

・一斉研修 学習指導研究班・学校保健版 授業公開 

・学力向上事業 

  中学生の英語力の向上、及び学力の到達度を把握するための模 

試に対する受験料（１回分）、また、小中学校の漢字検定の受 

験希望者に対する受験料の助成を行った。 

￮英語検定 受験生徒 のべ７０名（２回実施） 

 ￮北海道学力コンクール 受験生徒 ２３名（１回実施） 

 ￮漢字検定 受験児童生徒 ６２名（２回実施） 

各事業を通じ、地域的連帯感を育み、児童生徒の学習意欲の向上

が図られた。 

 

ICT 教育の充実 GIGA スクール構想のため令和２年度において「児童生徒一人に１

台」のタブレット型 PC を整備し、学校授業に活用するための学習

支援ソフト「eライブラリ」を令和３年度から導入している。 

 学習支援ソフトライセンス料 ５７５千円（１年更新） 

教材備品の整備 児童生徒の教科指導に必要な学習教材備品の購入・更新を行い、

教育環境の充実を図った。 

     小学校 教材備品の購入 ３３８千円 

中学校 教材備品の購入 ５１０千円 

教材費の助成 

（保護者負担の軽減） 

児童生徒の教科指導に必要な一般教科費の助成を行い、保護者の

負担軽減を図った。 

 小学校  

消耗教材費助成 ５１２千円 児童 1 人４,０00 円×1２８人 

道徳・総合的学習消耗教材費 ７０千円 

 中学校  

消耗教材費助成 ３０８千円 生徒 1 人４,０00 円×７７人 

道徳・総合的学習消耗教材費２３千円 

学校給食費の一部負担 

（保護者負担の軽減） 

平成２９年度から学校給食費の一部（令和５年度より保護者負担

の５割）を助成することで、保護者の負担軽減を図った。 

助成金額 小学校 ３，７４４千円 

    中学校 ２，５５０千円 
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児童生徒の傷害保険掛

け金の全額負担 

（保護者負担の軽減） 

学校やこども園生活における児童生徒、幼児の負傷等に対応する

ため、日本スポーツ振興センターの災害共済に町費で加入し、保護

者の負担軽減を図った。 

加入金額 こども園 ２２千円、小学校 １２０千円、 

    中学校 ７２千円 

スキー授業への援助 

（保護者負担の軽減） 

 

 

冬期間の体育授業（スキー学習）におけるリフト使用料の全額援

助を行い、保護者の負担軽減を図った。 

     援助額 小学校 ３８２千円 

中学校 ２１４千円 

中体連参加費の助成 

（保護者負担の軽減） 

管内大会及び全道・全国大会参加費用の助成を行い、保護者の負

担軽減と部活動の推進を図った。 

管内大会 全額助成 １３２千円 

全道大会 剣道、卓球、陸上、スキー  

参加料・交通費全額助成、宿泊費一部助成 

     助成額  ５２７千円 

中学校武道必修化に伴

う柔道着の整備 

（保護者負担の軽減） 

中学校体育授業において必修となっている柔道に使用する柔道

着は、１年生に対して町費により購入し、保護者の負担軽減を図っ

ている。柔道着の整備については、平成２４年度より継続して実施

している。 

    購入費 ２９１千円 

小学校新入学児童への 

ランドセルの寄贈 

（保護者負担の軽減） 

令和６年度の新入学児童へ、小学校の１日入学時にランドセル

（ナップランド）の贈呈を行い、保護者の負担軽減を図った。 

    小学校新１年生 児童数分 １１名  ９９千円 

平成６年から行われているこの事業は、保護者にも定着しており

事業継続が望まれる。 

中学校新入学生徒への 

カバン、ジャージの寄

贈 

（保護者負担の軽減） 

令和６年度新入学生徒へ、入学祝い品としてカバン・ジャージの

贈呈を行い、保護者の負担軽減を図った。 

    中学校新１年生 生徒数 ２１名 ５５６千円 

平成２６年から行われているこの事業は、保護者にも喜ばれてお

り、事業の継続が望まれる。 

中学生テーブルマナー 

講習会 

中学校３年生の修学旅行時に、札幌のレストランにおいてテーブ

ルマナーの講習会を実施しているが、令和５年度は「オーベルジュ

ましけ」において実施した。 

    中学校３年生 生徒数 ２４名 

スクールバスの運行 

 

遠距離通学児童生徒の登下校のためにスクールバスを運行のほ

か、各種校外活動等においてもスクールバス運行を行った。 

安定したバス運行により乗車する児童生徒の登下校の安全確保
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が図られた。 

また、長期休業中の部活動においてもバスを運行し、保護者負担

の軽減と教育活動の充実が図られた。 

また、令和５年度において、車内置き去り防止安全装置を設置し、

送迎バスにおける通園・通学等の安全を確保した。 

安全装置設置 ４台 ６３６千円 

学校運営協議会の 

設置及び開催 

 

 

各校に保護者や地域の代表の方々で構成される合議機関である

「学校運営協議会」が令和３年度に設置され、各学校において協議

会が開催され、学校運営の改善や児童生徒の健全育成の取組が実施

された。 

増毛町教育振興会への

助成 

 

児童生徒の指導研究を行う「増毛町教育振興会」への助成を行い、

教職員の指導力向上、教育環境の支援と充実を図った。 

増毛町教育振興会  291 千円 

幼児教育・保育の充実 

 

「幼保連携型認定こども園あっぷる」は、入園児一人ひとりを大

切にし、特性に応じて心身ともに健康で明るく生活できるよう、就

学前の教育の充実に努めた。 

また、保護者負担軽減策として、保育料の完全無償化を実施した。 

    教員数  園長１名 保育教諭１９名 公務補１名 

         栄養士１名 調理員３名  計２５名 

就園児数 ０歳児 ３名 １歳児５名 ２歳児１７名 

３歳児２２名 ４歳児１４名 

５歳児１１名       計７２名 

 さらに各家庭との連携を図り、保護者の幼児期の保育・教育に関

する理解を深めてもらい、保護者がこども園と共に幼児を育てると

いう意識を高めることができた。 

 

小中学校における働き

方改革促進事業 

 

 

 校務支援システムを導入し、教職員の業務の軽減化を図り、子ど

もと向き合う時間の増加ときめ細やかな指導が可能となることで、

学校経営の改善と教育の質の向上につなげた。 

  校務支援システム導入（ランニングコスト含む） ９３６千円 

高等学校生徒への通学

費の助成 

 

地元に高校がないため、留萌市内の高校へ通学する生徒の保護者

に対し通学費の助成を行い、対象家庭に対し教育費負担の軽減を図

った。 

助成生徒数 ３９名 助成総額 ３，３７２千円 

放課後児童健全 

育成事業 

 保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学１年生から３年生

に対し、授業終了後に「学童保育」として放課後の預かりを文化セ

ンターで実施した 

預かり希望申請者：３１名  
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多子世帯子育て支援金 

支給事業 

 

 多子世帯の負担を軽減するため、第２・３子以降の子どもが、小

学校、中学校、高等学校等へ入学・進学する保護者に対し、申請に

基づき「子育て支援金」として商品券を支給した。 

なお、従前は第３子以降を支給対象としていたが、令和５年度より

第２子から支給対象とした。 

   第２子 １９件、第３子 ６件 助成総額８７０千円 

 

 

（２）学校施設等の環境整備 

 

児童生徒が、安全・安心でより快適な学校生活を送れるように、学校施設の補修・改修を

行います。 

また、老朽化している町内の教職員住宅の補修、設備備品の更新を行い、教職員の生活環

境の改善を図ります。 

 

（主要事業） 

事務事業名 事業内容 及び 点検・評価 

各学校の維持管理補修 学校運営に欠かせない校舎・設備等の修繕を行った。 

こども園 計  ２，４６１千円 

      ・相談室壁設置、プール修繕、遊具塗装ほか 

     小学校  計  １，９５２千円 

      ・受水槽、児童玄関、体育館ヒーター修繕ほか 

中学校  計  ８，９１９千円 

      ・体育館屋根、厨房系統電動三方弁修繕ほか 

教職員住宅の環境整備 教職員住宅の改修・設備備品等の更新を行った。 

教職員住宅修繕費    ７２１千円 

設備備品等修理費    ４７７千円 
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【社会教育】 

 

 令和４年度から、第九次増毛町社会教育中期計画に沿って単年度ごとの増毛町社会教育推

進計画を作成し、社会教育を推進しております。 

増毛町の社会教育の目標は、「増毛町民の誓い」を基本とした実践活動をとおし、町の町づ

くりプラン基本テーマ「だれもが住みたい・住み続けたい ふるさと増毛を目指して」の具

現化を目指し、地域に親しみ、人と人との確かなつながりによって、町民相互の交流が深ま

るような教育活動の推進を図っております。 

各事務事業の実践においては、常にＰＤＣＡを繰り返しながら町民の皆様の学習意欲に応

えるべく取り組んでおります。 

 また、町民への社会教育の事務事業の周知活動として、社会教育事業の広報紙「社会教育

だより」を毎月発行しております。 

 

（１）学習や社会参加への意欲を高める生涯学習活動の推進 

 

町民の皆さんが生涯にわたり生きがいとゆとりを求め、自らの資質向上のための学習活動

を支援できるように情報を提供するとともに、各施設を有効利用しながら生涯学習活動の推

進に努めております。 

また、人口減少などにより、一人ひとりの行動や考える力の重要性が顕著となっておりま

すので、家庭教育情報誌「親子の時間」の定期的な配付により「家庭・地域・学校」での連

携した家庭の教育力の向上に重点をおいて取り組んでおります。 

 

 

 （主要事業） 

事務事業名 事業内容 及び 点検・評価 

暑寒大学・こども園交

流会 

[幼児・高齢者] 

１１月１０日、町立体育館で認定子ども園あっぷると暑寒大学

との世代間交流を目的として開催した。 

核家族化が進行する中、高齢者と一緒に活動することは、幼児

世代にとってはいたわり合う心の育成が図られる大変貴重な体験

であり、今後も継続する必要がある。 

 

家庭教育の推進 

[幼児・少年・成人] 

家庭教育に関する情報紙「親子の時間」を毎月広報の発行日に

全戸に折込み、家庭教育の重要性を醸成している。 

月１回、全１２回発行 

 

ましけキッズ体験隊 

[少年] 

 

小学生全学年を対象とした事業として、低学年・中学年・高学

年の 3クラスに分けてそれぞれ事業を実施した。 

クラスごとに活動目標を定め、年間の体験活動を通じて少年の

育成を推進した。 

事業内容は、低学年は座禅体験・パークゴルフ・日帰り研修な

ど、中学年は基礎工作・ボッチャ体験・日帰り研修など、高学年

は和楽器体験・ソーラーカー工作などの事業を行った。 

参加者は、低学年１３名と保護者、中学年１８名、高学年２８

名。参加者からは貴重な体験や経験を積むことができると好評な

事業のため、今後も継続する必要がある。 
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ごだらっぺ王国祭 

[少年] 

 令和 2 年度からコロナ禍を受けて休止していたが、９月２３日

文化センター及び体育館で開催。小学５、６年生の実行委員が企

画し、子ども会育成員・教育委員会職員やライオンズクラブ・保

護司会等とともにゲーム・出店の運営を行い、町内の幼児・小学

生・保護者等２０７名の参加があった。実施主体の子育連がコロ

ナ渦中に解散し、子ども活動会議がその後を受けて主催する初め

ての形での開催となったが、手探りの部分も多く、食料品数の不

足など課題が多かった。 

青年交流会 

[青年] 

町内在住又は勤務をしている１８歳から４０歳代の青年を対象

に、仲間づくりや交流の場を提供し、様々な交流活動を行う。今

年度は焼き肉を囲んでの意見交換会を 2回開催した。 

事業としてはある程度役割を終えたという判断もあり今年度が

最後の開催となる。 

英会話教室 

[成年] 

ＡＬＴ（外国語指導助手）を講師とし、英語に触れて楽しむこと

を目的とした教室を開催した。11 月から翌年 2月まで毎週木曜日

の開催で延べ 73名（申込者は 10名）の参加があった。 

さくらコミュニティ 

学級 

[女性] 

町内の７０歳までの女性を対象に、毎月第２火曜日に学習会や

実技講習などを年１３回開催し、星空観察・料理実習・日帰り研

修等を行った。今後も豊かな人間性を培うとともに生活の向上に

努めたい。学級生数は２１名。 

暑寒大学 

[高齢者] 

町内の６５歳以上の方を対象に、学習会・講演会・施設見学な

ど毎月第２、第４金曜日に年２４回の行事を計画した。 

趣味・レクリエーション・健康講座など、高齢者が団体活動の

楽しさを感じられる事業を中心に実施している。 

学生数は５０名。 

 

 

（２）地域文化の創造を目指す芸術文化活動の推進 

 

 住民の感性を育み、心豊かに暮らすためには、地域における芸術・文化活動の実施が大き

な役割を担っています。 

 活動の拠点として、文化センター、総合交流促進施設元陣屋及び創作の館が、より身近に

親しむことができるよう、文化協会をはじめとする関係団体と連携を図りながら芸術文化活

動を推進しております。 

また、重要文化財「旧商家丸一本間家」や、北海道指定有形文化財の「厳島神社」につい

ては、増毛町の重要な観光施設としての側面も考慮し、増毛町の歴史を内外へ発信しながら、

保存・活用に努めております。 

 

 

（主要事業） 

事務事業名 事業内容 及び 点検・評価 

増毛町文化祭 

 

・作品展示（出品５団体 4 個人） 

１０月２８日～１１月５日、元陣屋で開催した。 

・舞台発表（出演７団体） 

１０月２９日、文化センターで開催した。 

文化協会と共催し、文化活動の奨励と発表・交流の場をつくり、

創造性豊かな心のかん養が図られるよう展示、舞台部門をそれぞれ
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開催した。高齢化で休会・退会する団体がいる反面、新たに加盟す

る団体も出てきている。 

 

芸術鑑賞会 日常鑑賞することの少ない舞台芸術を上演することで、芸術文化

に対する啓発を図った。 

今年度は中学校で「ひのき屋」による器楽演奏を公演した。一口

に芸術と言っても音楽・演劇・伝統芸能などジャンルが広く、年

ごとに学校のニーズを把握しながら実施する必要がある。 

 

全町書き初め大会 文化協会との共催で実施している。令和５年度は４９名の参加

があった。伝統文化の継承や豊かな情操の育成を目的に継続して

いる。 

 

団体・サークルへの 

支援援助 

増毛町文化協会（加盟１９団体）へ、総額１１７千円の助成を

行った。 

 

重要文化財 

旧商家丸一本間家の 

公開 

一般公開期間：４月２５日～１１月３日 

入館者は４,３４３名（前年度比５７６名減） 

入館者の増加につなげるため、一般公開中に各種事業を実施し

た。 

本間家ミニ縁日 ：1,598 名 

茶菓サービスの日：110 名 

企画展：「本間泰蔵の手帳から」（4 月 2５日～６月３０日） 

観光施設としての側面もあり、次年度も、重要文化財に更に親

しんで頂くようイベント等の企画に取り組みたい。 

 

史跡巡りツアー 令和４年度から始まった事業。バスに乗車して町内の史跡や石

碑等１０か所を巡り、増毛町の歴史について知識を深めることを

目的としている。１７名の申し込みがあり、少数ではあるが興味

のある方が一定数いることが伺え、小規模でも実施を続けたい。 

 

ましけ町民スクールへ

の助成 

 

ましけ町民スクール運営委員会へ１､０００千円の助成を行っ

た。同団体との共催により、４回の講座を開催した。 

第１回  ８月 ９日 テーマ：邦楽（参加者１９１名） 

 忍弥（津軽三味線奏者） 

 「津軽三味線 忍弥 コンサート」 

第２回  ９月２７日 テーマ：講話（参加者 ７７名） 

 田島木綿子（海獣学者） 

 「海の哺乳類からのメッセージ」 

第３回 １０月２５日 テーマ：法話・音楽（参加者１３２名） 

 谷龍嗣・加藤熙章（僧侶） 

 「禅響～いやしの歌と仏教いろは～」 

第４回 １１月１６日 テーマ：健康（参加者１０１名） 

 西沢敬二（シンコースポーツ㈱） 

 「10 歳若返るウォーキング」 

 

「住民による住民のための開かれた学習の場」として開催され
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ている講座だが、近年は娯楽性の強い講座や健康に関する講座も

盛り込み、総合的な文化事業として町民に浸透している。 

 

文化財保存団体への 

助成 

増毛町指定無形文化財「雄冬神楽」保存会へ６３千円の助成を

行った。 

また、北海道指定有形文化財「厳島神社本殿」所有者である宗

教法人厳島神社へ１１５千円の助成を行った。 

 

増毛の民話伝承会の育

成・公演 

「増毛の民話伝承会」が、全１３話ある影絵紙芝居を活用した

民話を観光客や地元団体等の要請により、公演として行っている。 

公演回数：２回  

 

 

（３）健康で活力ある生活を目指すスポーツ活動の推進 

 

 高齢化により、スポーツ協会の会員数の減少など町内のスポーツを取り巻く環境は厳しい

状況に向っておりますが、スポーツ活動は、身体を動かすという人間の根源の欲求に応える

とともに、精神的充足や楽しさをもたらすものであり、心身ともに健康で豊かな生活を送れ

るよう、生き生きとしたスポーツ活動の実現に向け、スポーツ推進委員及び各種関係団体と

連携を図り、現状に見合うスポーツ活動の推進に努めております。 

 

（主要事業） 

事務事業名 事業内容 及び 点検・評価 

スポーツ団体への 

支援援助 

①スポーツ協会への助成 

加盟９団体、会員数１９３名、４７７千円の助成を行った。

スポーツ関係団体が、高齢化や会員の減少傾向にあることから、

継続して事務局を担い団体の育成・強化に努めた。 

②スポーツ少年団本部 

加盟４団体、会員数６５名、２３６千円の助成を行った。ま

た、事務局を担い、各少年団の連携を図っている。 

 

第１３回健康づくり 

ウォークラリー 

新たな健康づくり事業として開催し１３年目を迎え、８０名が参

加した。 

町内の約５ｋｍのコースをオリエンテーリングし、チェックポイ

ントごとにゲームなどに挑戦しながらゴールをめざした。今年度は

暑寒沢を中心としたコースとした。事業が町民に浸透し、安定した

参加者数があり好評のため、今後も継続して実施する必要がある。 

 

ましけラン２０２３ ９月１０日、暑寒公園をスタート・ゴールとして実施した。 

１.４km、３.６km、５.０km コースに１１９名が出場した。 

令和２年以降は感染症対策のため、10 秒おきに 4 人ずつでスタ

ートするウェーブスタート方式を採用している。 

コースを暑寒沢コースに戻して５年目の開催となったが、今後も

関係者と協議し工夫しながら一層の活性化を図りたい。 
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スポーツ交流大会 

（委託事業） 

 

 ①増毛リトルカップサッカー大会（主催：サッカー連盟）  

男子小学４年生以下及び女子小学生を対象とした全道でも歴

史ある大会。８月１２日～１３日開催、全道各地から選手４００

名が参加して行われた。 

②サーモン杯争奪ミニバレーボール大会 

（主催：ミニバレーボール連盟） 

本年度は中止となった。 

各種スポーツ交流大会については、町外からの参加者にとても

好評な事業となっており、増毛町への交流人口の拡大に向けても

期待できる事業であるため、今後も継続して実施する必要があ

る。 

 

 

（４） 社会教育施設の活用推進 

 

 住民の多様なニーズにあった学習や交流の場ができるよう、文化センター、総合交流促進

施設「元陣屋」及び創作の館の運営充実に努めております。 

 また、スポーツ活動の推進を図るため、体育館、屋内グランド、温水プール及び学校体育

館の開放を行い、充実を図っております。 

 

（主要事業） 

事務事業名 事業内容 及び 点検・評価 

文化センター 文化サークルや地域住民の集会施設としての利用も多く、文化

活動や地域づくりの拠点施設として管理運営に努めた。 

開館日数３５０日 

利用人数２４,６４４名（前年度比１,５９１名増） 

 

総合交流促進施設 

「元陣屋」 

開館日数３１０日 

入館者６,９６７名（前年度比４７５名増） 

[図書室の利用] 

利用人数 ４,４９８名（前年度比４３３名増） 

貸出冊数 8,７６３冊（前年度比１３３冊増） 

[展示室の利用者数]１,１２１名（前年度比３８９名減） 

[各室の利用者数]  １,３４８名（前年度比４３１名増） 

 

※町の読書を普及させる拠点としての役割を強化するため、下記

の事業を実施し、読書活動の活性化を図っている。 

 

・「おはなしポトフ・プチ」 

乳幼児検診時に幼児と保護者を対象とした図書の奨励事業。 

 全６回 参加者数延べ１１６名 

・「元陣屋シアター」 

元陣屋所蔵の映像ソフト鑑賞事業 

 全２回 参加者数延べ２７名 

・「移動図書館事業」各施設月１回程度 

小中学校・学童保育・明和園での絵本の読み聞かせや本の貸

し出し 
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 全４６回 貸出冊数２,９４８冊 

こども園での読み聞かせ 

 全１２回 

・「絵本まつり」 

  ４月２２日～５月８日  参加者数延べ２１５名 

・「元陣屋まつり」 

１月２０日 参加者数８７名 

・「ハロウィンでトリック・オア・トリート！」 

１０月２１日 参加者数１０５名 

 

・元陣屋特別展 

「清水康雄回顧展」 

来場者数６３９名 

 

平成３０年度から社会教育だより等を活用した情報提供や館内

での BGM を導入し、利用しやすい環境づくりを進めている。次年

度以降も工夫をこらし、読書への関心を高める事業を実施してい

く必要がある。 

 

なお、「シェイプアップサークル」、「民謡佐藤会」などの文化協

会加盟団体の定期的な活動や、町民文化祭における展示部門の開

催も行われており、芸術文化にも貢献している。 

 

創作の館 通常は陶芸サークルが利用している。 

設備自体は整っており、技術の向上とコミュニティ醸成の場と

して活用されている。 

利用者２２８名（前年度比１５６名増） 

 

町立体育館 町民のスポーツ・レク活動の拠点とし、施設の充実と利便性に

努め健康増進とスポーツの普及に努めた。 

平成３０年度に内装塗装を行い、令和元年度に暗幕を設置し環

境整備に努めているが、施設の老朽化が進んでおり、長期的な整

備計画が必要な状況となっている。定期利用団体数は 5 団体とな

っている。 

子ども達の体力向上と施設の利用促進のため、令和２年度から

中学生以下の利用料金を無料にしている。 

団体利用人数  ４,０５９名（前年度比 ８４１名増） 

個人利用人数  １,０５２名（前年度比 １３５名減） 

合計利用人数  ５,１１１名（前年度比 ７０６名増） 
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屋内グランド 定期利用団体数は５団体で、町民のスポーツ・レクリエーショ

ン活動の拠点として施設の有効利用に努めた。特に冬期間のスポ

ーツ振興に大きな役割を担っている。 

子ども達の体力向上と施設の利用促進のため、令和２年度から

中学生以下の利用料金を無料にしている。 

団体利用人数  ５,９８４名（前年度比 １２２名減） 

個人利用人数   ,４４７名（前年度比 ２６８名減） 

合計利用人数  ６,４３１名（前年度比 ３９０名減） 

 

温水プール 町民の健康維持と体力向上が図られる施設として管理運営に努

めた。平成３０年度に外壁・鉄骨等の改修工事を実施した他、令

和２年度に水槽及びプールサイドの修繕を行い、施設の整備を図

った。従前から小中学校のプール授業では施設を無料開放してい

る他、令和２年度から子ども達の体力向上と施設の利用促進のた

め、中学生以下の利用料金を半額にしている。 

昨年から水泳少年団が解散し、団体での利用が小中学校の授業

のみとなった。 

団体利用人数   ,３５８名（前年度比２４７名減） 

個人利用人数  １,９８１名（前年度比 ３９名減） 

合計利用人数  ２,３３９名（前年度比２８６名減） 

 

学校体育館の開放 中学校体育館を 10 名以上の団体・グループに開放し、町民の健

康と体力の向上並びにスポーツ人口に対する効果的な学校施設の

利用促進に努めた。 

開放時間 週２回１８時４５分～２０時４５分まで 

利用団体 ２団体（ミニバレーチームさくら） 

         （舎熊スポーツサークル） 

 

 

 



15 

 

 

学 識 経 験 者 意 見 

 

増毛町民生委員児童委員協議会会長 玉野昭二 

増 毛 町 文 化 財 専 門 委 員 斉藤友昭 

【学校教育】 

 

・新型コロナ感染症が第５類に移行され、学校の教育活動も通常通り進められているなか、

昨年来ほとんどの食料品をはじめ光熱水費等の異常なほどの高騰により、保護者の負担が

大きくなっています。これまで同様にあらゆる教育活動に対して助成や支援が必要と考え

ます。 

 

・家庭生活の中でゲーム熱中に伴い学習や読書量の不足による学力不信が懸念されます。学

校から配布されている「学習の手引き」や家庭教育情報誌「親子の時間」をヒントにしな

がら、ゲームに取り組むルールを家族みんなで決め、家庭学習及び読書活動の習慣化徹底

が必要と考えます。 

 

・いじめ問題に対する早期発見及び教職員全体での組織的・継続的な取り組みはいうまでも 

ありません。もし、いじめが発生した場合は、被害者児童生徒の気持ちに寄り添い、解決 

へ向けて早期から絶え間ない取り組みや点検活動を行いながら、より踏み込んだ心の教育

充実に向けて地道な取り組みが求められます。また、これまで同様、随時学校と教育委員

会の情報共有及び連携が必要と考えます。 

 

・不登校児童生徒に対する取り組みについては、個々のケースでそれぞれ内容や状況が違い

複雑ではあると思われますが、その根本的な解決に向け、児童生徒に寄り添うことを第一

に考え、学校全体が保護者と共通理解を図りながら、より踏み込んだ継続的な取り組みが

求められます。また、スクールソーシャルワーカーの相談活動を充実させ、より良い成果

が求められるよう期待します。 

 

・児童生徒の学習意欲を高め学力向上に向け、教育用タブレットを含めた各種教育機器の活

用及び学習方法の研究や児童生徒の問題について実践研究を行い、教職員の職能向上と教

育内容の充実に努めていることは大いに評価できます。また、小・中の連携を一層深め、

学習指導及び児童生徒指導の充実に努め、オンラインを活用した学校間交流を深めている

ことは大いに評価できます。今後もさらなる充実に向けその成果を期待します。 

 

・働き方改革の実施に伴い中学校の部活動における指導者が地域指導者に移行されるようで

ありますが、町の現状からみて指導者のなり手不足が予想されます。文科省・道教委の主

旨が少しずつ実施されるよう教育委員会・学校・地域の連携協力が求められます。 



16 

 

 

・令和 5 年度からの新事業で小中学校における働き方改革促進事業として、校務支援システ

ムの導入により子どもと向き合う時間が増加され、よりきめ細やかな指導がされてきたこ

とで、本来求められていた教育活動の姿に向かって来ていることは大いに評価できます。 

 

・少子化対策に向け、幼児教育・保育において一人ひとりを大切にし、特性に応じた心身と

もに健康で明るく生活できる幼児の育成に向けての保護者負担軽減策として、保育料完全

無償化のほか、様々な手厚い保護や助成は大いに評価できます。しかしながら、近い将来

更なる少子化が進み危機的状況が予想されるなか、今後どのような教育を進めていけばよ

いかをみんなで考えていく必要があると考えます。 

 

 

 

【社会教育】 

・コロナ禍という世界的なパンデミックを経験して、本当に価値あるもの、精査検討が必要

なものなど、大きな変化の中で、社会教育の活動も具体的に検討する機会になったと思う。 

 

・家庭教育の推進として「親子の時間」を毎月配布しているのは、良い評価ができる。ただ、

内容や紙面構成がマンネリ化している。視覚的な紙面構成を工夫してほしい。 

 

・増毛キッズ体験隊は、仮想空間やテレビ画面でのゲーム時間など、現代の子ども達にとっ

ては実際に体験することが減っている。幼・少年期の実体験は今後の人生を左右する貴重

な場である。今後も一層の工夫をしながらの継続を望む。 

 

・こだらっぺ王国祭が再開できたことは大変良かった。子ども達の力は大人が思っている以

上にある。それらの能力を実際に活かし伸ばす場として、とても良い事業である。 

 

・青年交流会は増毛町独自の特異な事業である。参加者があるのであれば、継続の検討を望

む。 

 

・旧増毛小学校は、長い間具体的な活用方法が検討されてきたが、その都度意見がまとまら

ず、方向性を決定できないままとなってきた。今後も機会を見ながら継続した議論を経て、

長きに渡って町民や道民の歴史的財産となるような道筋を探って欲しい。 

 

・増毛町文化祭は継続を望む。個人参加も取り入れているのは良かった。学校教育との連携

を今後も継続充実させる努力をしてほしい。特に展示部門は、寂しい。他町は積極的に取

り組んでいる。 
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・重要文化財旧商家丸一本間家については順調に入館者が増え喜ばしいことである。企画展

も年々工夫されていて良い。これからも観光・文化の中心的存在として、価値を高めてい

って欲しい。 

 

・スポーツ活動に関して、超高齢化社会での運動能力の維持は社会保障の面や経済効果から

も注目すべき取組である。世代毎に向けたプログラムと広く薄く全町民に啓蒙を継続する

ことが必要である。また、児童生徒においても北海道は他の自治体と比較して運動能力が

低いという調査結果もある。偏ることの無い全世代を網羅した事業の取組を望む。 

 

・スポーツ少年団及びスポーツ少年団本部への支援と助成は適切であるが、今後の人口減少

や少子化を考えるとクラブ組織に移行し、幼児から大人まで同じ時と場所で参加し活動で

きる体制も考えていく必要があると思う。 

 

・増毛ランについては毎年一定数の参加が有り、健康増進事業として定着している。今後も

継続を望む。 

 

・スポーツ交流大会は、対象者の範囲や何を具体的目的としているのか分かりにくい。「町内

外スポーツ交流大会」や「町外とのスポーツ交流大会」などはどうか。事業そのものは継

続を望む。 

 

・社会教育施設の活用推進については、多種類の教育文化施設について、コロナ禍前から回

復しつつある。人口減少等の理由で以前との比較は単純にできないが、おおむね各施設は、

十分に活用されていると思われる。 

 

・文化センターは建設から長い年数が経ち、外観もロビーも古く暗いイメージを感じる様に

なってきた。施設自体は、増毛町の文化的活動の中心的な役割を果たしている。 

 

・元陣屋各種事業が開催され有効に活用されている。社会教育便りも良い情報提供の手段と

なっている。図書の貸出しについて、各公共施設等に置き読として読書コーナーを設置し

て少しでも読書に親しんでもらうのはどうか。特に絵本は短時間で大人も楽しめると思う。

図書室は増毛町民の読書率向上の鍵を握っている。一層の工夫を望む。 

 

 

 

 


